
市
の
財
政
は
３
本
柱

　

市
の
予
算
は
、
一
般
会
計
、
特
別
会

計
、
企
業
会
計
の
３
つ
の
会
計
か
ら
な

っ
て
い
ま
す
。

◆ 

一
般
会
計

　

市
が
行
う
仕
事
の
中
心
と
な
る
部
分

の
会
計
で
す
。
学
校
の
校
舎
改
修
や
ご

み
の
収
集
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
わ
れ
て
い

て
、
市
税
な
ど
が
主
な
財
源
と
な
っ
て

い
ま
す
。

市では、皆さんの納めた税金がどのように使われて
いるか、また、財政がどのような状況にあるかをお
知らせするため、年２回、財政状況を公表しています。
今回は、平成24年３月31日時点の予算額をお知らせ
します。
◎問い合わせ
　一般会計・特別会計について� 財政課　☎23−2113
　水道事業について� 水道局業務課　☎23−4510

平成23年度

市の財政状況

■一般会計および特別会計の状況
会　計　名 予　算　額 市  債  残  高
一　般　会　計 760億6,550万円 779億3,425万円 

特　

別　

会　

計

食肉センター 1億2,566万円 8億3,625万円 
下水道事業 34億6,209万円 234億1,813万円 
国民健康保険 223億4,457万円 −
後期高齢者医療 16億6,101万円 −
公設地方卸売市場事業 4,046万円 1億2,466万円 
農業集落下水道事業 5億3,888万円 47億6,965万円 
整備墓地 3,413万円 2億7,963万円 
工業用地造成事業 3,405万円 3億9,060万円 
介護保険 143億9,695万円 −
御池簡易水道事業 5,595万円 1,580万円
簡易水道事業 3億8,000万円 7億3,199万円 
電気事業 4,745万円 −
山之口総合交流活性化
センター 8,350万円 1億 2万円 

高城健康増進センター
等管理事業 1億7,292万円 2億1,399万円 

※市債残高は、平成23年度末時点の決算見込額です

■企業会計（水道事業）の状況
 収益的収支 
　 給水収益やサービ

ス提供に要する経
費など

収　入 23億 225万円
支　出 19億5,375万円

純利益 ３億4,850万円

 資本的収支�
　�水道施設の建設、

水道管の入れ替え
などの経費

収　入 ４億9,418万円

支　出 13億4,935万円

企業債残高 92億2,644万円
※�資本的収支の不足額８億5,517万円は積立金およ
び内部留保資金などで補てんしています

給水戸数　70,208戸
給水人口　157,232人
普 及 率　91.6%
配 水 量　1,909万㎥

※�給水収益などの減少で収入総額は減少し、
また、減価償却費や動力費などの増加で
支出総額が増加し、前年度比2,822万円減
の３億4,850万円の純利益となりました

市
債
残
高
は
減
少
し
て
い
ま
す

　

市
の
借
金
で
あ
る
市
債
残
高
は
、

平
成
17
年
度
の
１
、３
２
１
億
円

を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
て
、
合

併
以
降
取
り
組
ん
で
き
た
行
財
政

改
革
の
成
果
が
表
れ
て
き
て
い
ま

す
。

◆�

特
別
会
計

　

特
定
の
収
入
（
保
険
税
や
使
用
料
な

ど
）
で
、
そ
の
仕
事
の
支
出
を
賄
う
事

業
で
す
。
介
護
保
険
事
業
や
国
民
健
康

保
険
事
業
な
ど
が
、
こ
れ
に
当
た
り
ま

す
。

◆�

企
業
会
計

　

そ
の
仕
事
自
体
に
収
益
（
使
用
料
）

が
あ
り
、
そ
の
収
益
で
支
出
を
賄
う
独

立
採
算
制
の
会
計
で
、
水
道
事
業
が
こ

れ
に
当
た
り
ま
す
。
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141億円削減
財
政
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
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歳
入
歳
出
用
語
説
明

【
歳 

入
】

■�

地
方
交
付
税
／
国
税
の
う
ち
所
得
税

や
法
人
税
、
酒
税
、
消
費
税
、
た
ば

こ
税
の
一
定
割
合
を
一
定
の
基
準
に

よ
り
国
が
交
付
す
る
税

■�

市
税
／
個
人
・
法
人
市
民
税
や
固
定

資
産
税
、
軽
自
動
車
税
な
ど

■�

国
・
県
支
出
金
／
特
定
目
的
事
業
の

財
源
と
な
る
国
と
県
の
補
助
金

■�

市
債
／
建
設
事
業
や
災
害
復
旧
事
業

な
ど
の
財
源
と
な
る
借
入
金

■�

繰
入
金
／
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、

基
金
な
ど
の
会
計
間
の
資
金
の
や
り

と
り

【
歳 

出
】

■�

民
生
費
／
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
児

童
な
ど
の
福
祉
全
般
の
事
業
経
費

■�

総
務
費
／
選
挙
や
戸
籍
、
徴
税
、
市

庁
舎
管
理
な
ど
の
経
費

■�

公
債
費
／
市
債
を
返
済
す
る
た
め
の

経
費

■�

農
林
水
産
業
費
／
農
業
や
林
業
な
ど

の
経
費

■�

土
木
費
／
道
路
や
公
園
整
備
、
住
宅

管
理
な
ど
の
経
費

■�

教
育
費
／
教
育
や
文
化
財
保
護
、
ス

ポ
ー
ツ
振
興
な
ど
の
経
費

■�

衛
生
費
／
清
掃
、
保
健
衛
生
な
ど
の

経
費

高齢者福祉や児童福祉などに使う民生費が増加
し、全体の３割を超えています。今後もこの傾
向は続くと予想されます。
（％は歳出総額に占める割合です）

一般会計歳入歳出予算総額� 760億6,550万円
市が自主的に収入できる財源は 39.2％で、残り
は地方交付税や国・県支出金、市債などに依存
しています。
（％は歳入総額に占める割合です）

歳　入
760億6,550万円

歳　出
760億6,550万円

自主財源 
298億2,066万円

39.2％

依存財源 
462億4,484万円

60.8％

市　税
182億895万円

23.9％

繰入金
51億1,857万円

6.7％

諸収入ほか
64億9,314万円

8.6％

地方交付税
219億3,393万円

28.8％

国庫支出金
89億5,035万円

11.8％

市　債
68億5,052万円

9.0％

県支出金
52億743万円

6.9％

地方消費税交付金ほか
33億261万円

4.3％

民生費
250億7,942万円

33.0％

総務費
117億654万円

15.4％公債費
100億6,480万円

13.2％

農林水産業費
61億8,027万円

8.1％

土木費
57億5,763万円

7.6％

教育費
53億1,135万円

7.0％

衛生費
49億1,867万円

6.5％

その他
70億4,682万円

9.2％

■一般会計における税負担額などを
　市民１人当たりに換算すると
市民１人当たりの市税� 108,546 円
市民１人当たりの市債残高� 464,575 円

※�この算出では、国勢調査
に基づく４月１日現在の
推計人口（167,754人）
を用いています

■一般会計における市民一人当たりに要する経費
　最終予算額を市民１人に割り戻した額は、45万3,435円です。�

市民１人当たりの
民生費� 149,501円
市民１人当たりの
公債費� 59,997円
市民１人当たりの
農林水産業費� 36,841円
市民１人当たりの
土木費� 34,322円

市民１人当たりの
教育費� 31,662円
市民１人当たりの
衛生費� 29,321円
市民１人当たりの
商工費� 16,270円
市民１人当たりの
消防費� 13,508円

SHOP
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に
飲
食
店
や
事
業
所
を
対
象
に
し
た
次

の
よ
う
な
意
識
啓
発
の
取
り
組
み
を
実

施
す
る
な
ど
し
て
、
飲
酒
運
転
根
絶
に

向
け
た
対
策
を
強
化
し
ま
す
。

○�

飲
食
店
を
対
象
に
し
た
取
り
組
み

　

�

飲
食
店
に
飲
酒
運
転
根
絶
を
訴
え
る

割
り
箸
を
配
布
し
、
来
店
者
に
提
供

し
ま
す
。ま
た
、ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー

推
奨
店
を
選
定
し
来
店
者
へ
呼
び
掛

け
ま
す

○�

高
齢
者
や
若
者
、
子
ど
も
を
対
象
に

し
た
取
り
組
み

　

�

高
齢
者
へ
の
反

射
材
の
配
布
や
、

交
通
安
全
教
室

な
ど
を
開
催
し

ま
す

飲
酒
し
た
翌
朝
も
注
意
！

飲
酒
し
た
直
後
の
運
転
は
も
ち
ろ
ん
、

睡
眠
を
と
っ
た
翌
朝
も
ア
ル
コ
ー
ル
が

残
っ
て
い
る
と
、
飲
酒
運
転
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
飲
酒
を
し
て
か
ら
ア

ル
コ
ー
ル
が
抜
け
る
ま
で
に
要
す
る
時

間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
重
や
体
質
な
ど

に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

自
分
の
適
量
や
、
飲
酒
を
す
る
時
間

に
つ
い
て
見
つ
め
直
し
、
翌
日
に
運
転

す
る
予
定
が
あ
る
場
合
は
ア
ル
コ
ー
ル

が
残
ら
な
い
よ
う
、
飲
み
過
ぎ
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

飲
酒
運
転
に
よ
っ
て
事
故
を
起
こ
す
と
、

家
族
や
仕
事
を
失
い
一
生
を
棒
に
振
る

だ
け
で
な
く
、
被
害
者
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
家
族
や
友
人
ま
で
巻
き
込
ん
で
、

計
り
知
れ
な
い
悲
劇
を
も
た
ら
し
ま
す
。

こ
う
し
た
事
故
を
防
ぐ
た
め
、
市
民
一

人
一
人
が
力
を
合
わ
せ
、
飲
酒
運
転
を

許
さ
な
い
都
城
市
に
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

◎
問
い
合
わ
せ　

　

生
活
文
化
課　

☎
23

−

７
１
８
３

飲
酒
運
転
の
検
挙
者
数
は
、

５
年
連
続
で
県
内
ワ
ー
ス
ト
！

都
城
警
察
署
管
内
の
平
成
23
年
中
の

酒
気
帯
び
運
転
に
よ
る
人
身
事
故
の
発

生
件
数
は
15
件
（
県
内
合
計
69
件
）
で
、

負
傷
者
数
は
22
人
（
県
内
合
計
84
人
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
飲
酒
運
転
の
検
挙
者
は
86
人

（
県
内
合
計
４
８
７
人
）
と
、
５
年
連

続
で
県
内
ワ
ー
ス
ト
と
な
っ
て
い
て
、

憂
慮
す
べ
き
事
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

飲
酒
運
転
の
根
絶
に
向
け
た
取
り
組
み

市
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
飲
酒
運
転
根

絶
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

警
察
署
や
関
係
機
関
と
協
力
し
て
行
っ

て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
飲
酒
運
転
は
後
を
絶
た

ず
改
善
の
兆
し
が
み
え
な
い
た
め
、
こ

れ
ま
で
の
対
策
に
加
え
、
今
年
度
新
た

みんなの力で飲酒運転を
根絶しましょう！

取り返しのつかない飲酒運転による事故
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飲酒運転根絶に
全力で取り組んでいます

　県内の平成 24 年の飲酒運転の検挙者は、４月
末現在 126 人となっています。このうち都城警察
署管内は 24 人と全体の約２割を占めていて、交
通事故を起こして発覚した８人を現行犯逮捕しま
したが、１人は、発覚を恐れて逃走したため、ひ
き逃げ事件へと発展しました。
　昨年の飲酒運転の状況を分析すると、飲酒の理
由は「付き合い（30.8％）」、飲酒した場所は「飲
食店（52.7％）」、飲酒運転をした理由は「警察官
に見つからないと思った（66.4％）」となっていて、
本年も同じような傾向にあります。
都城警察署は、今後も飲酒運転の根絶に向けて

取り締まりを強化していきますので、地域や職場、
家庭で飲酒運転を許さない環境づくりの協力をお
願いします。

みんなの力で
飲酒運転ゼロの街

　学校の登下校中、よく見かけるものがあります。
それは、飲酒運転根絶の旗です。交通事故の原因
は「ドライバーの飲酒」というものが少なくあり
ません。そのために、私と同じ小学生や幼い子の
命、大人の命さえ失われています。何の罪もない
人が、なぜ、たった一人の飲酒運転で命を亡くす
ことになるのでしょうか。
　私は、「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない」
という言葉を聞いたことがあります。皆さんも
知っていると思います。飲んだ人が運転しそうに
なったら、他の人がとめるという事もできるので
はないでしょうか。
　飲酒運転は、今すぐになくさなければなりませ
ん。「少しずつでいいから減っていく」ではダメ
だと思います。みんなで飲酒運転ゼロという未来
をつくり上げていきたいです。

職
場
で
の
取
り
組
み

ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
カ
ー

平
成
23
年
４
月
か
ら
、
仕
事
で
ト

ラ
ッ
ク
な
ど
の
自
動
車
を
使
用
す
る
事

業
所
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
カ
ー

（
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
）
に
よ
る
運
行

前
の
チ
ェ
ッ
ク
が
、
義
務
付
け
ら
れ
ま

し
た
。こ
れ
に
よ
り
、前
日
の
ア
ル
コ
ー

ル
が
体
内
に
残
り
や
す
い
早
朝
に
、
自

動
車
を
運
転
す
る
従
業
員
の
飲
酒
運
転

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

飲
酒
運
転
は
会
社
の
イ
メ
ー
ジ
を
悪

化
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
会
社
の
信
頼

や
、
社
会
的
信
用
も
失
い
か
ね
ま
せ
ん
。

ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
カ
ー
を
積
極
的
に

活
用
し
て
、
飲
酒
運
転
を
未
然
に
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
カ
ー
は
、

市
内
の
量
販
店
な
ど
で
安
価
に
購
入
で

き
る
も
の
も
あ
り
、
家
庭
で
の
飲
酒
運

転
の
防
止
に
役
立
て
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

酒
を
提
供
す
る
飲
食
店
の
皆
さ
ん
へ

客
が
自
動
車
を
利
用
し
て
来
店
し
て

い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
酒
を
提
供
し
、

そ
の
客
が
帰
宅
す
る
と
き
に
事
故
を
起

こ
し
た
場
合
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
、

酒
を
提
供
し
た
店
の
責
任
者
も
罪
に
問

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
日
頃
か
ら
次
の
こ
と
を

心
掛
け
、
飲
酒
運
転
根
滅
に
向
け
て
協

力
し
て
く
だ
さ
い
。

○
客
が
来
店
し
た
と
き

　

�

客
が
自
動
車
を
利
用
し
て
い
な
い
か
、

ま
た
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、
ハ
ン

ド
ル
キ
ー
パ
ー
が
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い

○
退
店
時
の
対
応

　

�

客
が
運
転
代
行
な
ど
を
依
頼
し
て
帰

宅
す
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
が
で
き

る
ま
で
自
動
車
の
鍵
を
預
か
っ
て
く

だ
さ
い
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
な
ら
と

い
っ
た
軽
い
気
持
ち
が
、
飲
酒
運

転
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

は
っ
き
り
と
し
た
対
応
を
お
願
い
し

ま
す

都城警察署長　武田久雄さん都城市交通少年団団長
高城小学校６年　有馬美咲さん

市役所環境業務課の取り組み

インタビュー

ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
は
お
決
ま
り
で
す
か
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国
保
税
の
納
付
は

国
保
の
資
格
を
得
た
と
き
か
ら

国
保
は
、
健
康
保
険
制
度
の
一
つ
で

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
や
職
場
の
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
、
生
活
保
護

受
給
者
を
除
き
、
全
て
の
人
が
対
象
に

な
り
ま
す
。

国
保
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場

合
、
届
け
出
を
し
た
月
で
は
な
く
、
国

保
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
月
か
ら
保
険

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
転
入
や
転
出
、

他
の
健
康
保
険
へ
加
入
や
脱
退
な
ど
、

国
保
に
加
入
ま
た
は
脱
退
す
る
こ
と
に

な
っ
た
場
合
に
は
、
14
日
以
内
に
保
険

年
金
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
、
各
地
区

市
民
セ
ン
タ
ー
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
が
増
加
す
る
と

保
険
税
も
増
加
し
ま
す

国
保
は
各
市
町
村
が
運
営
し
て
い
る

制
度
で
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
の

知
っ
て
く
だ
さ
い
　
　 

の
こ
と

私
た
ち
の
健
康
を
支
え
る
国
民
健
康
保
険
制
度

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
、
誰
も
が
安

心
し
て
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
み
ん
な
で
お
金
を
出
し
合
い
支
え

合
う
保
険
制
度
で
す
。
国
保
の
健
全
な
運
営
の
た
め
、
納
期
限
ま
で
に

保
険
税
を
納
め
る
と
と
も
に
、
医
療
費
の
節
減
に
も
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

�

◎
問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課　

☎
23

−

２
６
４
２

医
療
費
が
増
え
れ
ば
、
国
保
か
ら
病
院

な
ど
に
支
払
わ
れ
る
医
療
給
付
費
も
増

え
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
保
険
税
が
引

き
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
日
頃
か
ら

医
療
費
の
節
減
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

①�生活習慣を見直し、適度な運動・栄養・
休養をバランスよくとりましょう
②�定期的に健康診断を受けて、病気の早
期発見や治療に心掛けましょう
③�休日や時間外診療は、緊急時などを
除き、なるべく避けましょう
④�かかりつけ医を持ち、はしご受診や
転医を控えましょう
⑤�ジェネリック医薬品（後発医薬品）
を活用しましょう
※�現在、服用中の薬をジェネリック医
薬品に替えた場合、どれだけ自己負
担分を少なくすることができるかを
お知らせする、「ジェネリック医薬品
差額通知」を９月と３月に郵送しま
す。通知書を参考にして、ジェネリ
ック医薬品を使いたい場合は、医師
や薬剤師へ相談しましょう

保
険
税
の
決
め
方

　

そ
の
年
に
予
測
さ
れ
る
医
療
費
か
ら
、

皆
さ
ん
が
病
院
な
ど
で
支
払
う
一
部
負

担
金
と
、
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金
を
差

し
引
い
た
も
の
が
保
険
税
の
総
額
で
す
。

　

こ
れ
を
各
世
帯
ご
と
の
加
入
者
数
や

所
得
な
ど
に
応
じ
て
、
公
平
な
負
担
に

な
る
よ
う
に
各
世
帯
の
保
険
税
が
決
め

ら
れ
ま
す
。

保
険
税
の
計
算
方
法

　

１
年
間
に
納
め
る
保
険
税
は
、
医
療

保
険
分
（
医
療
分
）
と
後
期
高
齢
者
支

援
金
分（
支
援
金
分
）、介
護
保
険
分（
介

護
分
）
の
３
つ
を
合
わ
せ
た
額
が
税
の

総
額
で
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
所
得
割
、

資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
で
計
算
し

合
算
し
た
額
で
す
。（
下
段
参
照
）

年間の保険税額（最高限度額 77 万円）

所得割額
課税所得※２×税率

資産割額
固定資産税額※３×税率

均等割額
加入者数×均等割額

平等割額
世帯単位で計算

※１　介護分 =40歳以上65歳未満の人が対象になります
※２　課税所得 = 平成23年の総所得金額等−基礎控除額 330,000 円
　　　　世帯の加入者それぞれに税率をかけて計算
※３　固定資産税額 = 平成24年度の固定資産税額（土地・家屋）。都市計画税は除く

医療費節減の
ポイント

介護分※１

最高限度額　12 万円
支援金分

最高限度額　14 万円
医療分

最高限度額　51 万円

国
保
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保
険
証
の
更
新
は
８
月
１
日
㈬

　

新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
有
効
期
限
な

ど
を
確
認
し
、
８
月
１
日
以
降
に
病
院

な
ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、
新
し
い
保

険
証
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証

は
、
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
不
要
と
な
っ
た
保
険
証
は
処

分
す
る
か
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
総

合
支
所
、
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
の
窓

口
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

75
歳
以
上
の
人
や
、
一
定
の
障
が

い
が
あ
る
65
歳
か
ら
74
歳
の
人
た
ち

の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
は
、

負
担
割
合
が
変
更
に
な
っ
た
人
の
み

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入

65
歳
以
上
の
人
で
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
人
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
と
、
負
担

割
合
が
１
割
に
な
り
保
険
料
が
安
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
の
人

②�

身
体
障
害
者
手
帳
４
級
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人

　

�

下
肢
障
害
４
級
１
号
・
３
号
・
４
号
、

音
声
、
言
語
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障
害

③
療
育
手
帳
Ａ
の
人

④
障
害
基
礎
年
金
１
級
・
２
級
の
人

⑤�
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
・

２
級
の
人

各
認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

次
の
認
定
証
の
更
新
手
続
き
を
８
月

１
日
㈬
か
ら
行
い
ま
す
。

①�

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証

②�

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

③�

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
対
象
者
に

は
、
新
し
い
認
定
証
を
７
月
末
ま
で

に
郵
送
し
ま
す
）

※�

国
民
健
康
保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療

証（
70
歳
未
満
の
慢
性
腎
不
全
の
人
）

は
手
続
不
要
で
す
。
７
月
末
ま
で
に

新
し
い
認
定
証
を
郵
送
し
ま
す

●自己負担割合
　70 歳以上の人や後期高齢者医療保険の被保険
者の人は、前年の所得などに基づき病院での自己
負担が１割または３割となります。３割負担と判定
された場合でも、世帯の収入合計額が一定未満の
ときは、申請することで１割負担が適用されます。
対象者には、申請書を郵送していますので、手続き
を行ってください。

●一部加入者の２割負担
70歳から74歳の医療費の自己負担は１割に抑え
られていますが、国は平成25年４月１日から負担
割合を１割から２割に引き上げる予定です。
そのため、現役並みの所得者を除く保険加入者
の保険証に、自己負担割合が「２割　※平成25年
３月末日までは１割」と記載されています。
ただし、自己負担割合の引き上げについては、
今後、国において凍結される可能性もあります。凍
結された場合は、平成25年３月までに新しい保険
証を郵送します。

●有効期限は原則１年
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有

効期限は平成25年７月31日、後期高齢者医療被
保険者証は平成25年３月31日までです。
次の人は、期限が異なりますのでご注意ください。

◦69歳の人→70歳の誕生月の末日まで
◦74歳の人→75歳の誕生日の前日まで
◦退職被保険者で64歳の人
　　　　　　→65歳の誕生月の末日まで
※保険税の未納がある人は、有効期限が短い
　保険証（短期証）となる場合があります
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